
令和6年度の温室効果ガス排出抑制計画書等の提出状況について

１　温室効果ガス排出量等報告書（令和5年度実績）

○ 今年度は、特定事業者である137事業者から温室効果ガス排出量等報告書が提出された。

 　なお、一般事業者からの任意提出はなかった。

○ 特定事業者の温室効果ガス排出量合計は、3,317 千トン-CO2 となった。

 　基準年度の温室効果ガス排出量合計と比較すると96.6％（▲3.4％）となった。【図表１】

○ 温室効果ガス排出に関する抑制目標の内訳は、総排出量のみの設定が57事業者、総排出量と原単位

　 排出量を合わせた目標設定が80事業者であった。【図表２】

○ 特定事業者の温室効果ガス排出量合計は、第２次秋田県地球温暖化対策推進計画の基準年度である

 　平成25年度以降で最小であり、一社当たりの排出量とともに年々減少傾向にある。【図表３】

【表１】報告書を提出した事業者の温室効果ガス排出量（令和5年度実績値）
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※１　業者数、温室効果ガス排出量等は、条例第９条第４項の規定により当初計画を変更した場合、変更後の計画書の内容を反映。

※２　基準年度： 原則、計画書提出年度の前年度

　　　（前年度の排出量が著しく変動した等、特別な事情がある場合は前年度以外を基準年度とすることが可能）　

※３　目標年度： 計画期間（提出年度を初年度として５年以内で各事業者が自ら設定)の最終年度

※４　端数処理の関係で合計と各項目の和が一致しない場合がある。

【図表２】温室効果ガス排出に関する抑制目標の内訳
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※　原単位排出量：生産量や活動量などの指標当たりのCO2排出量のこと。

　　　（例：事業所の床面積1平米当たりの排出量、生産個数当たりの排出量等）

【参考】提出事業者の業種割合
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【図表３】特定事業者の温室効果ガス（GHG）排出量の推移　［単位：千ｔ－ＣＯ２］

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

3,803 3,650 3,649 3,624 3,607 3,495 3,376 3,470 3,407 3,379 3,317

2,907 2,800 2,765 2,676 2,608 2,606

588 576 705 731 771 711

142 143 146 144 140 142 141 140 139 135 137

26.8 25.5 25.0 25.2 25.8 24.6 23.9 24.8 24.5 25.0 24.2

２　令和５年度で計画期間が終了した事業者の目標達成状況

○ 25事業者が令和5年度で計画期間を終了し、このうち21事業者は自ら設定した総排出量の抑制目標を

  達成した。

　　なお、未達成となった４事業者から挙げられた理由としては、次のようなものがあった。

・ 工場の新築に伴う生産設備の稼働台数の大幅な増加

・ メイン製品の変更に伴う設備１台当たりの製造数の減少に対応するための稼働時間の増加

・ 冬期間の低温状況等の影響による融雪、暖房設備に関する電力使用量等の増加

・ 既存設備の経年劣化等によるエネルギー効率等の悪化

３　温室効果ガスの排出の抑制を図るための主な取組

○ 令和5年度に温室効果ガスの排出抑制を図るため最も多く実施された取組は「LED等の高効率照明

  設備への更新」であり、次いで「間引運転などによる照明設備の運用改善」「空調調和設備の運用

　改善」の順となっている。【図表４】

【図表４】温室効果ガスの排出の抑制を図るための主な取組内容 （延べ件数）
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４　温室効果ガス排出抑制計画書（令和5年度提出分）

　○ 計画書の計画期間終了により、24事業者（新規提出者：０）から新たな計画書が提出された。

　　このうち、原単位排出量の目標を設定している事業者は14事業者であった。【図表５】

【図表５】温室効果ガス排出抑制計画の内訳
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【参考】本県のCO２排出量全体に占める特定事業者のＣＯ２排出量の割合［2021年度までの比較］

　○ 本県の温室効果ガス排出量の90.0%（令和3年度）はＣＯ２であり、その63.8%を産業部門（1,2 次）と

　　民生業務部門（3 次）、運輸部門※が排出している。

　○ 前提としてデータの出典が異なるため一概に比較できるものではないが、全体像把握のため特定事業者

　　からの排出割合を計算すると、その割合は 49.1%となっている。

【注意】特定事業者の排出量は報告値、その他は県の推計値 （千t-CO2）
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